
【別紙】

令和 3年 9月 3日

協議結果

１）令和 3年 10 月 1 日改正 魚沼市乗合タクシー時刻表の改正について

〇結果

下記の協議状況のとおり、協議会規約第 12条第 4項により、本議案については承認された。

【協議状況】

（意見等、特に無し）

２）実証運行の中止ついて（田中・清本・長松・米沢乗合タクシー）

〇結果

下記の協議状況のとおり、協議会規約第 12条第 4項により、本議案については承認された。

【協議状況】

【承認する】

この他にも、以下のとおりご意見をいただきました。

３）生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）について

〇結果

下記の協議状況のとおり、協議会規約第 12条第 4項により、本議案については承認された。

回答数：２４名／２４名（会長を除く委員）

「承認する」と回答した委員数：２４名

回答数：２４名／２４名（会長を除く委員）

「承認する」と回答した委員数：２４名

意見

番号
構成員からの意見等 意見等に対する回答

１ ・中止理由について、もう少し具体的

に記載した方が良い。

下記の改正時刻を追記します。

◎改正後：田中発 9:10（改正前：田中発
10:00）
◎実証運行：中止（当初：田中発 9:00）

・足の状況が良くない方も気軽に利用、選択できるように、接続地点の待合の改善と宣伝に工

夫があった方が良いと思います。

・基幹病院へのバス路線の時刻や経路変更に伴う利用の状況について関心を持って見ていま

す。今後の利用状況についても報告してください。



【協議状況】

【承認する】

回答数：２４名／２４名（会長を除く委員）

「承認する」と回答した委員数：２４名

意見

番号
構成員からの意見等 意見等に対する回答

１ 現在、保有の車両更新も含まれてい

ると考えてよいでしょうか。

車両更新１台が含まれます。

《台数内訳》

現行ＵＤタクシー台数 ５台

〃 導入予定台数 ４台

〃 更新（廃車） ▲１台

計（令和 8年度末） ８台



１．協議事項

１）令和 3 年 10 月 1 日改正 魚沼市乗合タクシー時刻表の改正について

○理由等

路線バス「小出－六日町線」魚沼基幹病院経由の新規運行に合わせ、乗継改善のた

め「堀之内地域乗合タクシー」、「広神地域乗合タクシー」の運行時刻を調整するもの

です。

なお、この度の時刻表改正は、運行日数及び運行回数の変更はなく、地域内フィー

ダー系統確保維持計画の変更には該当いたしません。

（令和 3 年 10 月 1 日改正）乗合タクシー時刻表…別紙２のとおり

魚沼市乗合タクシー 時刻表の調整

２）実証運行の中止ついて（田中・清本・長松・米沢乗合タクシー）

○理由等

令和 3 年 10 月 1 日時刻表の改正内容と今後の運行計画について、地元区長と再協議

を行いました。その結果、この度の時刻表改正により当初計画した実証運行の中止が

妥当である旨の判断に至りました。

《別紙１説明資料》

◆魚沼基幹病院への利便性向上

※令和 3 年 10 月 1 日～ 新規停留所

◆路線バス停留所 小出－六日町線 小出－浦佐駅線

魚沼市役所前※ 出発 8:10 10:10 8:30 10:30

小出駅前 出発 8:15 10:15 8:35 10:35

魚沼基幹病院※ 到着 8:38 10:38 9:08 11:08

◆路線バス停留所 小出－六日町線 小出－浦佐駅線

魚沼基幹病院※ 出発 10:22 12:22 9:30 11:35

魚沼市役所前※ 到着 10:47 12:47 10:04 12:09

小出駅前 到着 10:55 12:55 10:10 12:15

★接続ポイント（結節点）

Ｏ魚沼市役所前（新規）

Ｏ小出駅前



・田中・清本・長松・米沢乗合タクシー時刻表（令和 3 年 10 月 1 日改訂）

◎改正後 ：田中発 9:10（改正前：田中発 10:00）

◎実証運行：中 止（当初計画：田中発 9:00）

３）生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）について

○理由等

福祉タクシー導入に向けた地域公共交通確保維持改善事業費補助金（活性化・継続事

業）に取り組むため、 生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）を策

定するものです。

生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）…別紙３のとおり



■上稲倉・魚野地方面→堀之内市街地→小出市街地→堀之内市街地 行き

1便 2便 1便 2便 3便

7:40 9:30 7:15 8:35 10:20

8:00 9:50 7:43 9:01 10:46

8:06 10:01 7:46 9:06 ◎10:51

～8:10 ～10:07 ～7:56 ～9:16 ～10:58

- 10:10 8:01 9:21 11:06

8:15 10:15 8:11 9:31 11:16

※路線バス 魚沼市役所前→魚沼基幹病院前 行き ※路線バス 魚沼市役所前→魚沼基幹病院前 行き
◆魚沼市役所前＝小出駅前＝浦佐駅西口＝六日町駅前 線 ◆魚沼市役所前＝小出駅前＝浦佐駅西口＝六日町駅前 線

出発 8:10 10:10 出発 8:15 10:15

到着 8:38 10:38 到着 8:38 10:38

◆魚沼市役所前＝小出駅前＝干溝＝虫野＝荒金＝浦佐駅東口 線 ◆魚沼市役所前＝小出駅前＝干溝＝虫野＝荒金＝浦佐駅東口 線

出発 8:30 10:30 出発 8:35 10:35

到着 9:08 11:08 到着 9:08 11:08

■新道島方面→堀之内市街地→小出市街地 行き
経由地 経由地

新道島～竜光～根小屋 上稲倉～原～吉水

堀之内駅～田戸～下倉 堀之内市街地・駅～大石

小出病院、魚沼市役所前 小出駅

小出市街地 小出市街地【小出病院、魚沼市役所前】

こまみ 原信小出東店・ウオロク魚沼店

原信小出東店・ウオロク魚沼店 堀之内市街地

魚 沼 市 役 所 前 小 出 駅 前

魚 沼 基 幹 病 院 前 魚 沼 基 幹 病 院 前

魚 沼 市 役 所 前 小 出 駅 前

魚 沼 基 幹 病 院 前 魚 沼 基 幹 病 院 前

  令和3年10月1日 乗合タクシー時刻表改正  路線バス（魚沼基幹病院行き）との接続時間表

※一部改正箇所のみ表示
《改正該当路線》
 ★堀之内地域乗合タクシー（新道島乗合タクシー、上稲倉・魚野地乗合タクシー）
 ★広神地域乗合タクシー（滝之又乗合タクシー、水沢・越又・泉沢乗合タクシー、田中・清本・長松・米沢乗合タクシー、三又乗合タクシー）

別紙２

接続 接続



※路線バス 魚沼基幹病院前→魚沼市役所前 行き ※路線バス 魚沼基幹病院前→魚沼市役所前 行き
◆魚沼市役所前＝小出駅前＝浦佐駅西口＝六日町駅前 線 ◆魚沼市役所前＝小出駅前＝浦佐駅西口＝六日町駅前 線

出発 10:22 12:22 出発 10:22 12:22

到着 10:55 12:55 到着 ※10:47 12:47 ※→◎堀之内行き 接続

◆魚沼市役所前＝小出駅前＝干溝＝虫野＝荒金＝浦佐駅東口 線 ◆魚沼市役所前＝小出駅前＝干溝＝虫野＝荒金＝浦佐駅東口 線

出発 9:30 11:35 出発 9:30 11:35 14:35

到着 10:10 12:15 到着 ※10:04 12:09 15:09

■小出市街地→堀之内市街地→新道島方面 行き ■堀之内市街地→小出市街地→堀之内市街地→上稲倉・魚野地方面 行き

1便 2便 3便(実証） 1便 2便 3便

10:50 12:55 14:30 11:15 12:30 15:30

- 13:00 14:35 11:25 12:40 15:40

10:55 13:03 14:38 11:30 12:45 15:45

～11:01 ～13:09 ～14:44 ～11:39 ～12:54 ～15:54

11:13 13:21 14:56 11:44 12:59 15:59

11:35 13:40 15:15 12:09 13:24 16:24

魚 沼 基 幹 病 院 前 魚 沼 基 幹 病 院 前

魚 沼 市 役 所 前 小 出 駅 前

魚 沼 基 幹 病 院 前 魚 沼 基 幹 病 院 前

魚 沼 市 役 所 前 小 出 駅 前

経由地 経由地

原信小出東店・ウオロク魚沼店 堀之内市街地

こまみ 原信小出東店・ウオロク魚沼店

小出市街地 小出市街地【小出病院、魚沼市役所前】

小出病院、魚沼市役所前 小出駅

下倉～田戸～堀之内駅 大石～堀之内市街地・駅

根小屋～竜光～新道島 吉水～原～上稲倉

接続 接続



■大芋川方面→小出市街地 行き
1便 2便 3便 4便 1便 2便 3便 4便

7:30 9:10 11:40 13:40 7:30 9:10 11:40 13:40

7:40 9:20 11:50 13:50 7:40 9:20 11:50 13:50

7:45 9:25 11:55 13:55 7:45 9:25 11:55 13:55

7:50 9:30 12:00 14:00 7:50 9:30 12:00 14:00

8:00 9:35 12:05 14:05 8:00 9:35 12:05 14:05

～8:15 ～9:50 ～12:20 ～14:20 ～8:15 ～9:50 ～12:20 ～14:20

※路線バス 魚沼市役所前→魚沼基幹病院前 行き ※路線バス 魚沼市役所前→魚沼基幹病院前 行き
◆魚沼市役所前＝小出駅前＝浦佐駅西口＝六日町駅前 線 ◆魚沼市役所前＝小出駅前＝浦佐駅西口＝六日町駅前 線

出発 8:10 10:10 出発 8:10 10:10

到着 8:38 10:38 到着 8:38 10:38

◆魚沼市役所前＝小出駅前＝干溝＝虫野＝荒金＝浦佐駅東口 線 ◆魚沼市役所前＝小出駅前＝干溝＝虫野＝荒金＝浦佐駅東口 線

出発 8:30 10:30 出発 8:30 10:30

到着 9:08 11:08 到着 9:08 11:08

■滝之又方面→小出市街地 行き
経由地 経由地

滝之又～外山 大芋川～水沢～越又

小平尾～親柄～和田 吉原～小庭名～広瀬農協

並柳～山口～田尻 並柳～山口～田尻～泉沢

今泉（島）～中島新田～中島 東中～下倉新田～中島

小出市街地【魚沼市役所前】 小出市街地【魚沼市役所前】

原信小出東店・ウオロク魚沼店 原信小出東店・ウオロク魚沼店

魚 沼 市 役 所 前 魚 沼 市 役 所 前

魚 沼 基 幹 病 院 前 魚 沼 基 幹 病 院 前

魚 沼 市 役 所 前 魚 沼 市 役 所 前

魚 沼 基 幹 病 院 前 魚 沼 基 幹 病 院 前

接続 接続



※路線バス 魚沼基幹病院前→魚沼市役所前 行き ※路線バス 魚沼基幹病院前→魚沼市役所前 行き
◆魚沼市役所前＝小出駅前＝浦佐駅西口＝六日町駅前 線 ◆魚沼市役所前＝小出駅前＝浦佐駅西口＝六日町駅前 線

出発 10:22 12:22 出発 10:22 12:22

到着 10:55 12:55 到着 10:55 12:55

◆魚沼市役所前＝小出駅前＝干溝＝虫野＝荒金＝浦佐駅東口 線 ◆魚沼市役所前＝小出駅前＝干溝＝虫野＝荒金＝浦佐駅東口 線

出発 9:30 11:35 出発 9:30 11:35

到着 10:10 12:15 到着 10:10 12:15

■小出市街地→滝之又方面 行き ■小出市街地→大芋川方面 行き
1便 2便 1便 2便

11:00 13:00 11:00 13:00

～11:15 ～13:15 ～11:15 ～13:15

11:20 13:20 11:20 13:20

11:25 13:25 11:25 13:25

11:30 13:30 11:30 13:30

11:40 13:40 11:40 13:40

魚 沼 基 幹 病 院 前 魚 沼 基 幹 病 院 前

魚 沼 市 役 所 前 魚 沼 市 役 所 前

魚 沼 基 幹 病 院 前 魚 沼 基 幹 病 院 前

魚 沼 市 役 所 前 魚 沼 市 役 所 前

経由地 経由地

原信小出東店・ウオロク魚沼店 原信小出東店・ウオロク魚沼店

小出市街地【魚沼市役所前】 小出市街地【魚沼市役所前】

中島～中島新田～今泉（島） 中島～下倉新田～東中

田尻～山口～並柳 泉沢～田尻～山口～並柳

和田～親柄～小平尾 広瀬農協～小庭名～吉原

外山～滝之又 越又～水沢～大芋川

接続 接続



■田中方面→小出市街地 行き ■三ツ又方面→小出市街地 行き
1便 2便 1便 2便 3便

7:30 9:10 7:30 9:10 12:15

7:40 9:20 7:40 9:20 12:25

7:45 9:25 7:45 9:25 12:30

7:50 9:35 7:50 9:35 12:35

8:00 9:40 8:00 9:40 12:40

～8:20 ～10:00 ～8:20 ～10:00 ～13:00

※路線バス 魚沼市役所前→魚沼基幹病院前 行き ※路線バス 魚沼市役所前→魚沼基幹病院前 行き
◆魚沼市役所前＝小出駅前＝浦佐駅西口＝六日町駅前 線 ◆魚沼市役所前＝小出駅前＝浦佐駅西口＝六日町駅前 線

出発 8:10 10:10 出発 8:10 10:10

到着 8:38 10:38 到着 8:38 10:38

◆魚沼市役所前＝小出駅前＝干溝＝虫野＝荒金＝浦佐駅東口 線 ◆魚沼市役所前＝小出駅前＝干溝＝虫野＝荒金＝浦佐駅東口 線

出発 8:30 10:30 出発 8:30 10:30

到着 9:08 11:08 到着 9:08 11:08

経由地 経由地

田中～栗山～金ヶ沢 三ツ又～中子沢

下田～横瀬～長堀新田 池平～中家

清本～江口～長松 山田下～一日市

今泉～山田～米沢 新保～中島

小出市街地【魚沼市役所前】 小出市街地【魚沼市役所前】

原信小出東店・ウオロク魚沼店 原信小出東店・ウオロク魚沼店

魚 沼 市 役 所 前 魚 沼 市 役 所 前

魚 沼 基 幹 病 院 前 魚 沼 基 幹 病 院 前

魚 沼 市 役 所 前 魚 沼 市 役 所 前

魚 沼 基 幹 病 院 前 魚 沼 基 幹 病 院 前

接続 接続



※路線バス 魚沼基幹病院前→魚沼市役所前 行き ※路線バス 魚沼基幹病院前→魚沼市役所前 行き
◆魚沼市役所前＝小出駅前＝浦佐駅西口＝六日町駅前 線 ◆魚沼市役所前＝小出駅前＝浦佐駅西口＝六日町駅前 線

出発 10:22 12:22 出発 10:22 12:22

到着 10:55 12:55 到着 10:55 12:55

◆魚沼市役所前＝小出駅前＝干溝＝虫野＝荒金＝浦佐駅東口 線 ◆魚沼市役所前＝小出駅前＝干溝＝虫野＝荒金＝浦佐駅東口 線

出発 9:30 11:35 出発 9:30 11:35

到着 10:10 12:15 到着 10:10 12:15

■小出市街地→田中方面 行き ■小出市街地→三ツ又方面 行き
1便 2便 3便 1便 2便 3便 4便

11:00 13:00 17:30 11:00 13:00 16:00 17:30

～11:20 ～13:20 ～17:50 ～11:20 ～13:20 ～16:20 ～17:50

11:30 13:30 18:00 11:30 13:30 16:25 18:00

11:35 13:35 18:05 11:35 13:35 16:30 18:05

11:40 13:40 18:10 11:40 13:40 16:35 18:10

11:45 13:45 18:15 11:45 13:45 16:45 18:15

魚 沼 基 幹 病 院 前 魚 沼 基 幹 病 院 前

魚 沼 市 役 所 前 魚 沼 市 役 所 前

魚 沼 基 幹 病 院 前 魚 沼 基 幹 病 院 前

魚 沼 市 役 所 前 魚 沼 市 役 所 前

経由地 経由地

原信小出東店・ウオロク魚沼店 原信小出東店・ウオロク魚沼店

小出市街地【魚沼市役所前】 小出市街地【魚沼市役所前】

山田～米沢～今泉 中島～新保

江口～長松～清本 一日市～山田下

長堀新田～横瀬～下田 中家～池平

金ヶ沢～栗山～田中 中子沢～三ツ又

接続 接続



生活交通改善事業計画（バリアフリー化設備等整備事業）

令和３年９月３日

名称） 魚沼市地域公共交通協議会

（代表者名） 会長 内 田 幹 夫

１．生活交通改善事業計画の名称

魚沼市生活交通改善事業計画（福祉タクシー導入）

２．バリアフリー化設備等整備事業の目的・必要性

魚沼市の高齢者人口は 2015 年（平成 27 年）国勢調査において 12,280 人で、2025 年（令

和 7年）のピーク時には 13,023 人と推計されており、その後の人口減少の更なる進展によ

り、2045 年（令和 27 年）には高齢化率 49.9%まで達すると推計され、人口の二人に一人は

高齢者が占めるものとみられる。

今後、高齢化社会の進展や障がい者の社会進出への対応は、益々重要な課題となっており、

このような中で、ドア・ツー・ドアの旅客運送を行うことができるタクシー事業の必要性・

存在意義は増していくと考えられる。そのため、地域内の福祉タクシー車両を増加させるこ

とにより、タクシー事業者が上記課題に積極的に対応していく必要がある。

◎福祉タクシー利用者数の推移

３．バリアフリー化設備等整備事業の定量的な目標及び効果

（１）事業の目標

魚沼市内には、令和 3年 8月現在、福祉タクシーが 5台（ユニバーサルタクシー）導入さ

れている。

魚沼市内のユニバーサルデザインタクシー車両を令和5年度末までに8台となるように目

標を設定し、令和 3年度末の予定導入台数は 1台を目標とする。

（２）事業の効果

福祉タクシー車両を増加させることで高齢者や障がい者等の高まる移動ニーズに応え、交

通弱者の外出支援が可能となる交通手段として、移動の円滑化に寄与することができる。

４．バリアフリー化設備等整備事業の内容と当該事業を実施する事業者

（１）事業の内容：実施事業者（補助対象事業者）

（内容）

・ユニバーサルデザインタクシー車両の導入（１台）：㈱小出タクシー

（実施事業者（補助対象事業者）の身体・知的・精神の３区分における運賃割引率について）

㈱小出タクシー：身体・知的 各１割 精神 設定なし

（２）関連事項（以下、〈 〉内の事業に該当する場合に記載）

〈バス車両の導入に係る事業〉該当なし

※市内事業者からの聞き取り調査による利用者数集計

区分 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 R2/H30 (%)

利用者数 2,097 人 2,214 人 1,645 人 78.4%



〈福祉タクシー車両・共同配車センターに係る事業〉

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法

（平成 21 年法律第 64号）第３条に定める特定地域において、道路運送法に係る事業計画上

一般車両として届け出ているセダン車両の代替車両としてユニバーサルデザインタクシー

認定制度の認定を受けた車両を導入する事業である。

〈バスターミナルに係る事業〉

該当なし

５．バリアフリー化設備等整備事業に要する費用の総額、負担者及びその負担額

３年度（当該年度）

事業の名称
総事業費

割合

国費

割合

都道府県負担

割合

市区町村負担

割合

事業者負担

割合

福祉タクシ

ーの導入

2,644 千円 600 千円 千円 千円 2,044 千円

100％ 22.7％ ％ ％ 77.3％

千円 千円 千円 千円 千円

％ ％ ％ ％ ％

合 計
2,644 千円 600 千円 千円 千円 2,044 千円

100％ 22.7％ ％ ％ 77.3％

※総事業費については見込み額を記載。

※列記の者以外に費用負担者がいる場合は、適宜修正の上、全体構成が分かるように記載。

４年度（翌年度）

事業の名称
総事業費

割合

国費

割合

都道府県負担

割合

市区町村負担

割合

事業者負担

割合

福祉タクシ

ーの導入

5,800 千円 1,200 千円 千円 千円 4,600 千円

100％ 20.7％ ％ ％ 79.3％

千円 千円 千円 千円 千円

％ ％ ％ ％ ％

合 計
5,800 千円 1,200 千円 千円 千円 4,600 千円

100％ 20.7％ ％ ％ 79.3％

※総事業費については見込み額を記載

※列記の者以外に費用負担者がいる場合は、適宜修正の上、全体構成が分かるように記載。



５年度（翌々年度）

事業の名称
総事業費

割合

国費

割合

都道府県負担

割合

市区町村負担

割合

事業者負担

割合

福祉タクシー

の導入

3,000 千円 600 千円 千円 千円 2,400 千円

100％ 20.0％ ％ ％ 80.0％

千円 千円 千円 千円 千円

％ ％ ％ ％ ％

合 計
3,000 千円 600 千円 千円 千円 2,400 千円

100％ 20.0％ ％ ％ 80.0％

※総事業費については見込み額を記載

※列記の者以外に費用負担者がいる場合は、適宜修正の上、全体構成が分かるように記載。

６．計画期間

以下項目別に概ねの着手・実施期間を矢印（←→）、または横棒線（―――）で記載。

●で年度ごとの事業着手日、事業完了日を記載

事業の名称

令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度

4 月 9 月 12 月 3 月 4月 9 月 12 月 3 月 4 月 9 月 12 月 3 月

福祉タクシーの導

入

７．協議会の開催状況と主な議論

・令和３年８月２７日 魚沼市地域公共交通協議会で事業内容について書面協議実施

（協議が調った日：令和３年９月３日）

８．利用者等の意見の反映

移動手段に関するアンケート等の中に、福祉タクシー車両（車いす）の充実について要望

があった。

交付決定日以降着手

１台（予定）

3月 31日完了

交付決定日以降着手

２台（予定）

3月 31日完了

交付決定日以降着手

１台（予定）

3月 31日完了



■注意事項

・総合連携計画等の既存の計画を活用する場合は、上記の事項について記載のある計画をそ

のまま活用することでもよい。ただし、記載されていない事項については追記すること。

【本計画に関する担当者・連絡先】

（住 所）魚沼市小出島 910 番地

（所 属）市民福祉部 生活環境課 交通対策係

（氏 名）関 祐樹

（電 話）025-792-9766

（e-mail）kankyo@city.uonuma.lg.jp

９．協議会メンバーの構成員

関係都道府県
新潟県魚沼地域振興局地域整備部計画調整課

新潟県魚沼地域振興局企画振興部地域振興課

関係市区町村

魚沼市市民福祉部生活環境課

魚沼市産業経済部建設課

魚沼市市民福祉部介護福祉課

交通事業者・交

通施設管理者

等

東日本旅客鉄道㈱

南越後観光バス㈱

魚沼市タクシー協会

ひかり交通㈱

入広瀬コミュニティ協議会

国土交通省北陸地方整備局長岡国道事務所

新潟県小出警察署

地方運輸局
国土交通省北陸信越運輸局

国土交通省北陸信越運輸局新潟運輸支局

その他協議会が

必要と認める者

長岡工業高等専門学校教授

県立小出高等学校長

地域公共交通の利用者代表（市内６地区）

魚沼市老人クラブ連合会

魚沼市地域自立支援協議会

日本労働組合総連合会新潟県連合会中越地域協議会

mailto:kankyo@city.uonuma.lg.jp

